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(3) 面積
196  3 7 3平方メート ル

4 埋立地の用途
道路用地

熊本県告示第 614号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

TII' 
L 、

じ

，、
、

(日IJ図 1から別図 2は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 615号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

11 I I I 

II 仁 I← 11 I コ

iJ|;; 

j、 ー! I I I 

I I "~) 

神器 熊本市北区万楽寺 JjIJ国 6のとおり 急傾斜地の崩壊 別閤 6のとおり

町

申塚 熊本市北区太郎迫 別図 7のとおり 急傾斜地の崩壊 別図 7のとおり
町

ニつ丸屋敷 熊本市北区梶尾町 別問 8のとおり 急横斜地の崩壊 別闘 8のとおり

中尾原 熊本市北区梶尾町 JjIJ国 9のとおり |急傾斜地の崩壊 別閤 9のとおり

(日IJ図 1から別図 9は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)
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熊本県告示第 616号
平成 2 0年(2 0 0 8年) 3月 14 日熊本県告示第 11号(土砂災害警戒区域及び土砂

災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の
指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(平成 12年法律第 5 7号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9項

において準用する同条第 4項の規定により公示する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

I 

(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 617号
平成 2 2年(2 0 1 0年) 9月 24 日熊本県告示第 900号(土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
の指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律(平成 12年法律第 5 7号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9
項において準用する同条第 4項の規定により公示する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

」

(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 618号
平成 2 6年(2 0 1 4年) 1月 2 1日熊本県告示第 3 7号(土砂災害警戒区域及び土砂

災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の
指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(平成 12年法律第 5 7号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9項

において準用する同条第 4項の規定により公示する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

{;)j耳I挙 i~1失H6争唄

花園5丁目2 熊本市西区花園5丁 別鴎のとおり 愈額斜地の崩壊 1111図のとおり
日

(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 619号
平成 3 0年(2 0 1 8年) 3月 2 9日熊本県告示第 274号の 8 (土砂災害警戒区域及

び土砂災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒
区域の指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す
る法律(平成 12年法律第 5 7号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条
第 9項におい て準用する同条第 4項の規定により公示する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫
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(日IJ図 1から別図 3は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 620号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(日IJ図 1から別図 6は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 621号
土砂災害警戒区域等における土砂災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

土砂災害の発生原岡 自然現象により建築物
区 域 の 名 称 区域の所在地 区 域 の 表 刀tとなる自然現象の種 に作用すると想定され

類 る衝撃に関する事項

糸山1 熊本市北区明穂町 _gfJ同1のとおり 急傾斜地の崩壊 別岡 1のとおり
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(日IJ図 1から別図 17は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広
域本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 622号
平成 2 8年(2 0 1 6年) 3月 18 日熊本県告示第 295号(土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
の指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律(平成 12年法律第 5 7号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9
項において準用する同条第 4項の規定により公示する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16 日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

土砂災害の発生原閣と
自然現象により建築物

区域の名称 区域の所在地 区域の表示
なる自然現象の種類

に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

居居敷1-2 熊本市開区域南町築 別鴎 1のとおり |急傾斜地の崩壊 別図 1のとおり
地

古城 熊本市南区域南町限 別臨 2のとおり 急傾斜地の崩壊 別鴎 2のとおり
庄
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(日IJ図 1から別図 3は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 623号
土砂災害警戒区域等における土砂災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(日IJ図 1から別図 3は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 624号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

ヘ 1、

ノ」

(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 625号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

土砂災害の発生原鴎 自然現象により建築物
区 域 の 名 称 区域の所在地 IZ: 域 の 表 刀t となる自然現象の種 に作用すると想定され

類 る衝撃に関する事項

自訴)112 熊本市西区河内町 別問 1のとおり 土石流 別図 1のとおり
白浜

白浜4 熊本市西区河内町 5J1j僅12のとおり 急傾斜地の崩壊 別図 2のとおり
自説
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(日IJ図 1から別図 14は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広
域本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 626号
平成 20年(2 0 0 8年) 3月 14日熊本県告示第 197号(土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
の指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律(平成 12年法律第 57号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9
項において準用する同条第 4項の規定により公示する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

Lー」ー

近津)111 熊本市西区松尾町近 別問のとおり 土石流 別問のとおり
津

(日IJ図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 627号
土砂災害警戒区域等における土砂災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
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(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 628号
土砂災害警戒区域等における土砂災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

ム

(日IJ図 1から別図 7は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本
部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 629号
土砂災害警戒区域等における土砂災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

区 域 の 名 称 区域の所在地 区 域 の 表 刀て
土砂災害の発生原因とな
る自然現象の種類

坂野1 熊本市南区域南町坂 加図 1のとおり 士石流
野

披野3 熊本市南区域南町坂 期図 2のとおり 土石流
野

木原}1111 熊本市南区域南町阿 別図 3のとおり 土石流
高
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(日IJ図 1から別図 3は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本
部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 630号
土砂災害警戒区域等における土砂災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(日IJ図 1から別図 12は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広
域本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 631号
平成 2 8年(2 0 1 6年) 1月 2 2日熊本県告示第 71号(土砂災害警戒区域及び土砂

災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の
指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(平成 12年法律第 5 7号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9項

において準用する同条第 4項の規定により公示する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

土砂災害の発生原固と
自然現象により建築物

区域の名称 区域の所在地 区域の表示
なる自然現象の種類

に作用すると想定され
る衝撃に関する事項
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目 I._ 目.，

(日IJ図 1から別図 2は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 632号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(日IJ図 1から別図 2は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本
部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 633号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

、丁汁 i 、!こ_j二
Lよ

じ

巾1 I 111 円|ど i

巾十， I 

一汁 |二 巾ij|| ←~ I 

中持1)114 甲佐町早川 別図4のとおり 土石流

(日IJ図 1から別図 4は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 634号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 有日 夫
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(日IJ図 1から別図 12は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広
域本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 635号
平成 28年(2 0 1 6年) 2月 19日熊本県告示第 151号(土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
の指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律(平成 12年法律第 57号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9
項において準用する同条第 4項の規定により公示する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 右目 夫

土砂災害の発生原因と
自然現象により建築物

区域の名称 区域の所在地 区域の表示
なる自然現象の種類

に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

下豊内1 甲佐町豊内 別鴎 1のとおり 語、傾斜地の崩壊 別鴎 1のとおり

上里内1-2 甲佐町豊内 別院 2のどおり 急傾斜地の崩壊 別院 2のとおり

(日IJ図 1から別図 2は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 636号
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平成 27年(2 0 1 5年) 3月 27日熊本県告示第 330号(土砂災害警戒区域及び土
砂災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
の指定を解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律(平成 12年法律第 57号)第 7条第 6項において準用する同条第 4項及び第 9条第 9
項において準用する同条第 4項の規定により公示する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 有日 夫

II 

(日IJ図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 637号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 有日 夫

l 

(日IJ図 1から別図 3は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 638号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 有日 夫

i企 よ或 Uノ ユ台 相、 k'i..i筑 VノがI1ヱム也 k'i. 主筑 Uノ 衣 ノJ";
、J二1':11

る自然現象の種類

目野}111 甲佐町中横田 別図 1のとおり 土石流

目野}112 甲佐町中横間 別図 2のとおり 土石流

(日IJ図 1から別図 2は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 639号
土砂災害警戒区域等における土砂災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。
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令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 右目 夫
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(日IJ図 1から別図 14は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広
域本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 640号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 有日 夫

IR域 の 名 称 区域の所在地 区 域 の 表 方言
土砂災害の発生原因とな
る自然現象の種類

河内}113 御船町田代、御船町 別図のとおり 土石流
上野

(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)
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熊本県告示第 641号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 有日 夫
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(日IJ図 1から別図 12は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広
域本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 642号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日

熊本県知事 蒲 島 有日 夫

区域の 名 称 区域の所在地 区 域 の 表 刀て
土砂災害の発生原田とな
る自黙現象の種類

上六嘉 嘉島町上六嘉 53!J図のとおり 急傾斜地の崩壊

(日IJ図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)
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熊本県告示第 643号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年法律第

5 7号)第 7条第 1項及び第 9条第 1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
熊本県知事 蒲 島 有日 夫

1.1 I 

I 1 1こ
，) 

F 

I 1 1 I 

I 1 .~) 

、 r-i 

I 1 1; 

.. ' 

I 1 :1 

i、 I 1 1 I 1) I (1 

I 1 I I I I 

I 1， I 

" 、， 、 I 1 1 I 

I 1 I I I I 

平田 益城町平田 別留 15のとおり 急傾斜地の崩壊 別図 15のとおり

寺迫2 益城町寺迫 別問 16のとおり 君、傾斜地の崩壊 別閑 16のとおり

柿迫 益城町下陳 illJ国 1γ のとおり 金、傾斜地の崩壊 別問 1γ のとおり

(日IJ図 1から別図 1 7は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広
域本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 644号
平成 2 6年(2 0 1 4年) 1 2月 1 2日熊本県告示第 1 170号(土砂災害警戒区域及

び土砂災害特別警戒区域の指定)で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒
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内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 16日

I1 

夫有日島蒲熊本県知事

(日IJ図 1から別図 2は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域
本部土木部に備え置いて縦覧に供する。)
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熊本県知事

(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)
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(別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県央広域本部土木部に
備え置いて縦覧に供する。)

熊本県告示第 647号
森林法(昭和 26年法律第 249号)第 29条の規定により農林水産大臣から次の保安

林の指定を解除する予定である旨の通知があったので、同法第 30条の規定により告示す
る。
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F l il~' i日円 -J. ïll~.:;ïl! iK. -)1)1) -J. K/(i. K/(I 
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F 、 I ノ1[' 1; -J . i 11. -Jゎ:1 . il11号 八‘-J 1 ‘日 1~←、 l
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¥ 

¥ 

1[ [ 

1 " 1 'J 11'] 

111中比三
1 1 ノヘ 3，531，999 39，672 3，571，671 

I 1 .'， lノ ートつ ¥ ~ 1 ， 1;ーっI(ー 乙.N!l己.1h!l 

'1 111 1"1' 主11'1，I' 183，945，789 8，460，180 192，405，969 

111 1， '1' [L I í~' --1 R.h三八./~( 三i)-J. -J II!) 」え‘パ.1メ7

') 111 1，'[， i、，[入 n~. -J 11.//( バ‘(1九三‘!!，)( 1-J () . -J ~q . /3-J 

1111，'1' ;l:[ 可 1)(j)司 1 !:_J .九三L イ;噌 C!1丸町 Ci-(丸

I 1，302，333 84，371 1，386，704 ¥ 

〆jujJ、
/ 、 」よ」唱え71i 2~ -J. :71 l! 111よ-J7

」 f ~2 40，048，932 18，976 40，067，908 、

1.( ノヘ '" ，[、I、，(/ '" ，[ :;!i守ゴ代乙.六八」 PL >: <) • !i ( ! 1守!-ilj(!

5 繰 越 金 293，041 299，222 592，263 

1 繰 越 金 293，041 299，222 592，263 

6 諸 収 入 88，714，985 A 9，245 88，705，740 

1 雑 入 12，362，354 1.6 9.245 12.353.109 
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11 1 

γ|リ 1 'J 
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'11 11 ( )可'1、

/ ¥ 
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令和 3年(2021年)7月 16日金曜熊本県公報 第 13044号 25

Tl'j 了1J 了I'j

， ， 39，769，684 989，523 40，759，207 

i" 1 1 え，li 1 (1 ， _: _:ri q氏C)‘1:; ， -)C)q‘7-1什

') I 1 112，610，979 73，233 112，684，212 

;q ~:: 111門 -，-1 ~ll ， 7H 7‘-Dl (; -，‘-1 ~I 什， l-d

三人，1'. ~II 門 .1丸‘ 1‘-111 1う‘7-1日 弘氏.九パ1‘1) 

'1. ; I1 'ti 」‘;、7(i‘0(1) L:'守 Ilii，1 」司九九ゴ，(1-1-1

Ll J Y 1 1 82，891，927 4，395，814 87，287，741 

r;，lt:jJIlj/j-日 (-J丸可-11(ì 可 z~ Iと 」ー(i1!1!， 7 1 7:':，-+1可 7ミii _. ---t l I司

-υ ドfIlIif i i-lL /iL ; 11.二:，1 7i! :-j ~ )， iパj(IK 1乙， I i 1討

」 1 1 2，749，579 118，254 2，867.833 

1職業訓練費 2，114，102 112，823 2，226，925 

2 失業対策費 289，602 5，431 295，033 

農林
5 水産業費 63，425，934 319，716 63，745，650 

1農 業 費 17，265，140 221，732 17.486，872 
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J 1 1 

一1') 1 ') 

_、 ':1 Jl~Lii 己.1 '¥1) . (1乙11 !I) 11 ( )( 1 つ 2i2.()ご)

ム11' l出 ，L j iL ; _'‘ミl.-j ‘~Ii; : 1‘(1九」 _' . _'‘cq ( 

L L 114，462，210 1，248，202 115，710，412 

" L 1! )!) . 1;己，')• ( 11， ~ i 1.乙 1').乙1)乙 1 (11唱えiii司2i1

l L 82，097，944 1. 969， 080 84，067，024 

1 : )よろ iJI{ ;( .パ乙1.(:1:) 1 . -，:r) . 1 C) CJ パ:1司」ミミ司(jえ()

j 

i己 L 1 」守 I守1!1、i 、:11(;. ;‘ 1 ‘ j1 j 

JH;lif l qiJif 1. ，i:)I). -J1: 117.2i(J (. hhh. hl一

パ
r 

1. 1 142，338，058 208，370 142，546，428 

i すmkJlj、下Jλ、1J1JjM11 :-J.， )>:~~. (121 17'1.1;>:11 ::-J.11I.11、，j

午 γ1ミ1 .代71;. 11 1 )号 1-JCJ ミ‘え 1‘Cj-，j

3 特別支援
学校 費 13，178，118 13，600 13，191，718 

9 災 復旧費 32.824.163 740.984 33.565.147 

1 総務災害費
復旧 2，427，377 108，981 2，536，358 

2 民穫生|日災害費
616，146 616，146 
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fl'J fl' 
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第 2表{責務負担行為補正

i皇 カ日

事 項 期 問 ~R 度 額

千円

街路事業費 令拘]4年度

~令手r16年度 364， 000 

年次53IJrョ訳
令和 4年度 71， SOO 

令和 5年度

令和 6年度 292， 500 

対ριt 更

端 11: lIIl 補 IE ?炎

'j'; 現 買お !昔j 限度額 事 項 期 間 限度額

千円 千円

1 J忠告職者訓~~f等委託
令和 4年度 169噌 565 (補正 jj有 に 同 じ ) 令和 4年度 215， 161 

業務

2 事事察関係業務
令和 4年度 {端、IL::前 i三回口) 令和 4年度

~令和 5年度 1， 637， 176 ~令手115年度 1，637，670 

年次53IJ内訳 年次別内訳

令耳目 41"[:度 978， 708 令手日 4勾".f芝 む79，202 
令和 5年度 658， 468 令和 5年度 658，468 

3情婿処理問述業務 令和 4 主 (補正 rliJに同じ)
令和 4年度

~令和 E午度 351 ， ~81 ~令和 811:度 431， i87 

牛次男IJ内訳 午次日IJ内訳

令和 4年度 228， 47! 令来日 4年度 303， 777 
令和己年度 40， 27i 令耳目 5年度 40， 277 
令和 E年度 34， 644 令和 64手控 34， 644 

令和 7年度 34. 306 令和7年度

令和 8年度 16.783 令和8年度 16. 733 
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(2) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)第 17条の規定による更生手続開始の
申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る
更生計画認可の決定を受けていること。

(3) 民事再生法(平成 11年法律第 225号)第 21条の規定による再生手続開始の
申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る
再生計画認可の決定を受けていること。

(4) 熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領(平成 14年
熊本県告示第 811号)第 2条第 1項の規定による指名停止の期間中でないこと。

3 入札参加のための確認申請
( 1 ) 提出書類

この入札に参加を希望する者は、 2(2) から (4) までに定める条件を満たす者であ
ることの確認を受けるため、入札関係様式のうち次に掲げる書類を提出すること。
ア 競争入札参加資格確認申請書

(2) 提出方法
電子入札システムにより入札する場合は、(1 )アに掲げる書類を PDF形式で 1つ

のファイルに集約の上、電子入札システムにより提出すること。
なお、入札及び熊本県との契約の締結権限のない者の 1Cカードを使用して提出さ

れた競争入札参加資格確認申請は、無効とする。また、紙入札により入札する場合は、
( 1 )アに掲げる書類を書面で (3) の提出期間内(必着)に郵送(書留郵便に限る。)
又は持参により提出すること。

(3) 提出期間
公告の日から令和 3年(2 0 2 1年)

提出先
1 (2) の入札・契約担当部局

(5) 確認結果の通知
電子入札システムでの提出があった場合は電子入札システムにより、書面での提出

があった場合は競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。
4 入札手続等

( 1 ) 入札手続及び入札仕様に対する質問の受付期間
1 (2) の入札・契約担当部局において公告の日から令和 3年(2 0 2 1年)

日(金)午後 5時まで受け付ける。
(2) 仕様書及び入札に関する質問に対する回答の閲覧並びに入札書等の様式及び入札

説明書の取得
入札情報公開サービスシステム及び 1(2) の入札・契約担当部局において公告の日

から令和 3年(2 0 2 1年) 8月 26日(木)まで行う。
(3) 入札の方法

ア 電子入札システムによる入札の方法
電子入札システムによる入札参加資格確認結果の通知を受けた日から令和 3年 (

202  1年) 8月 25日(水)午後 5時までに電子入札システムにより入札するこ
と。

イ 紙入札による入札の方法
(ア) 日 時 令 和 3年(2 0 2 1年) 8月 26日
(イ) 場所 1 (2) の入札・契約担当部局
(ウ) 入札書の提出方法

入札関係様式のうちくじ番号を記載した入札書(代理人が入札するときは、く
じ番号を記載した入札書及び委任状)を(ア)の日時に(イ)の場所へ持参し提出す
ること。ただし、郵送により提出を行うときは、令和 3年(2 0 2 1年) 8月 2
5 日(水) (必着)までに 1(2) の入札・契約担当部局へ書留郵便で送付するこ
ととする。当該送付においては、封筒は、二重封筒で表封筒に「入札書在中 I及
び「親展」と朱書するとともに、中封筒の表に 1(1) の調達物品の名称及び開札
日時を朱書し、中封筒の中に入札書を入れること。再入札を想定する場合には、
別の中封筒の表に「再入札書I と朱書した上で、 1(1) の調達物品の名称を宋書
し、中封筒の中に入札関係様式のうち再入札書を入れること。

(4) 開札の方法及び日時等
開札は、電子入札システムにおいて (3) イ(ア)の日時に行う。ただし、紙入札によ

る入札をした者がし、る場合は、当該入札に参加した者又はその代理人の立会い(郵送
により入札書を提出した場合等これらの者が立ち会えない場合は、当該入札の執行事
務に関係のない熊本県の職員)のもとに (3) イ(イ)の場所で開札を行うものとする。

(5) 入札の回数及び再入札の日時等
入札回数は、 2固までとする。 1回目の開札後に落札者が決定しない場合は、再入

札を行うものとする。原則として再入札は、開札時刻の 1時間後に設定するので、電
子入札システムで入札を行った者は、電子入札システムにおいて再入札の通知を受け
たときから再入札通知書に掲げる日時までに再入札を行うこと。

なお、再入札の受付締切日時までに再入札を行わなかった者及び書面により入札書
を郵送した者で再入札書を提出しなかった者は、再入札を辞退したものとみなす。

(6) 入札の無効
次のアからセまでのいずれかに該当する入札は、無効とし、既に行った入札の引換

え、変更及び取消しをすることはできない。落札者が無効の入札を行ったことが判明
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日までに指名停止措置そ

(平成元年熊本
)を経過した

報

した場合は、その落札の決定を取り消すものとする。
ア 本 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
イ 紙入札 方 式 に よ る 入 札 に お いて委任状を提出しない代理人のした入札
ウ 紙 入札方式による入札において記名押印を欠く入札
エ 紙 入札方式による入札において金額を訂正した入札
オ 紙入 札方式による入札において誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
カ 明らかに連合によると認められる入札
キ 紙入札方式による入札において同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は

2人 以上の代理をした者の入札
ク 紙入札方式による入札において 2以上の意思表示をした入札
ケ 紙入札方式による入札において入札書にくじ番号の記入がない入札
コ 錯誤による入札であると入札執行者が認めた入札
サ 電子入札システムによる入札において入札執行(開札)

の他指名の取消事由に該当した者の入札
シ 電子入札において入礼金額等 必要な事項が入力されていない入札
ス 電子入札において入札及び熊本県との契約の締結権限のない者の 1Cカードを使

用して 行 っ た 入 札
セ その他入札に関する条件に違反した入札

(7) 入札金額の錯誤
入札参加者は、入札参加者が行った入札において、明らかに次のア及びイのいず

れかに該当する入札であることが判明した場合は、直ちにその旨を 1(2) の入札・
契約担当部局に申し出るとともに入札関係様式に定める入札金額錯誤届を提出する
こと。

ただし、入札金額錯誤届の提出期限は 4(3) イ(ア)の日時までとする。
1 (2) の入札・契約担当部局は入札金額錯誤届の提出を行った者から、内容につ

いて事情聴取を行い、次のア及びイのいずれかに該当すると認められる場合は、当
該入札を無効とすることができる。

ア 入礼金額の総額と単価の取り違い
イ 入札金額単位の誤り

(8) 入札の中止等
入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をした場合等において、入札を公正に

執行することができないと認められるときは、当該入札の参加者を入札に参加させず、
又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(9) 落札者の決定方法
開札後、熊本県会計規則(昭和 60年熊本県規則第 11号。 以下「規則JJ という。)

第 89条の規定により作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行 っ た 者を落札者とする。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者
が 2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を決定す
る。)

(10) 入札保証金
免除する。

5 契約について
( 1 ) 契約書の作成の要否

要
(2) 契約の締結期限

落札者の決定の日から起算して 10日(熊本県の休日を定める条例
県条例第 10号)第 1条第 1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。
日

(3) 
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(イ) 契約をしようとする者が、過去 2年の間に国(独立行政法人及び国立大学法
人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)とこの入札に付す
る事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2回以上にわたって締結し、これ
らを全て誠実に履行したことを証する書類を提出したとき。(その者が、契約を
履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)
なお、契約保証金の納付の免除を希望する者は、次の契約保証金の免除の申請に

必要な書類を提出し、承認を受けること。
a 提出書類 入札関係様式のうち契約保証金免除申請書
b 添付書類

イ(ア)に該当する場合にあっては、
イ(イ)に該当する場合にあっては、

c 提出期限 5 (2) の申出期限
d 提出場所 1 (2) の入札・契約担当部局

6 その他
( 1 ) 入札、

する。
(2) この調達は、

ける。
7 問合せ

( 1 ) 問合せ先
ア 入札の調達物品の内容、

関すること。
熊本県出納局管理調達課調達班
電話番号 o 9 6 - 3 3 3 - 2 5 8 0 
ファックス番号 o 9 6 - 3 8 1 - 9 0 1 0 
競争入札参加資格審査申請に関すること。
熊本県出納局管理調達課管理班
電話番号 o 9 6 - 3 3 3 - 2 5 8 1 
ファックス番号 o 9 6 - 3 8 1 - 9 0 1 0 
電子入札システムの操作方法に関すること。
くまもと県市町村電子入札コールセンター
電話番号 o 9 6 - 3 73-2 0 3 2 
ファックス番号 o 9 6 - 3 70-5 4 5 5 

(2) 受付時間
午前 8時 30分から午後 5時 15分まで

各号に掲げる日を除く。)
8 Summary 

(l)Name and quantity of the products to be purchased: 
10 High-Performance 3D Printer Set 

Delivery period: 
February 28. 2022 

(3)Delivery Place: 
Kumamoto Prefectural Yatsushiro Technical High School， 
Kumamoto Prefectural Senior High Schools. 
473 Daifukujimachi， Yatsushiro Ci ty， Kumamoto Prefecture， 
]apan， and the others. 

(4)Date and Place for tender: 
Date: August 26，2021 10:00am 
Place:Kumamoto Prefectual Government Treasury Bureau， 
Management and Purchasing Division 
(2nd floor of Prefectual Government Main building) 

(5)Name of Department in Charge of Bidding Contract: 
Management and Purchasing Division Treasury Bureau 
Kumamoto Prefectural Goverment 
6-18-1 Suizenji， Chuo ku，Kumamoto City，Kumamoto Prefecture 
862-8570 ]apan 
Phone: 096-333-2580 

Time-limit for tender by mail(Registered only)・

Tender must arrive no later than Date: August 
(7)Other: 

Language:]apanese 
Currency:]apanese Yen 
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内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 16日

履行保証保険証券
入札関係様式に定める履行証明願(書)

日本語及び日本国通貨と

に基づく政府調達に関する協定の適用を受

契約等の手続において使用する言語及び通貨は、

(WT 0) 世界貿易機関

紙入札移行承認等入札の内容全般に

(熊本県の休日を定める条例第 1条第 1項

25，2021 

and other 9 

866-0082， 

確認申請、仕様書、

イ

ウ

(6) 

(2) 
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35 第 13044号報/，¥. 
..L二、県本

己
巳
竹

内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 16日

熊本県公告第 501号
八代市に事務所を置く八の宇堰土地改良区連合の役員が次のとおり退任及び就任した旨

の届出があったので、土地改良法(昭和 24年法律第 195号)第 18条第 18項の規定
により公告する。

令 和 3年(2 0 2 1年)
夫

役職名 氏 名 住 所

退任

理 事 山本 澄↑専 八代市北平和町 145番地

理 事 坂口 雄二郎 八代市北平和町 148番地

理 事 園川 丘-"主Z 八代市コ江湖町 15 6 9番地

理 事 松下 俊春 八代市鼠蔵町 14 8番地 2

理 事 深耕 憲一 八 代市鼠蔵町 13 3 4番地 1

監事 本山 拓生 八代市南平和町 21 6番地

監事 百ι 万、丈 憲治 八代市三江湖町 15 8 5番地

就任

理 事 木下 一司 八代市北平和町 16 6番地

理 事 岩下 司 八代市北平和町 25 2番地

理 事 杉田 憲治 八代市北平和町 26 1番地

理 事 百ι 万、丈 清敏 八代市三江湖町 16 1 2番地 2

理 事 飯尾 和男 八代市南平和町 32番地

監事 平田 信幸 八 代市鼠蔵町 19 5 6番地 3

監事 植村 和光 八代市南平和町 25 8番地

郁島蒲熊本県知事
7月 16日
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夫郁島蒲熊本県知事
官民連携国際旅客船受入促進協定 の 名 称
八代港クルーズ拠点形成協定の変更に関する協定書

7月 16日

1 

2 協 定 国 際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地
( 1 )名称

ア 係 留施設
八代 港 外 港 地 区 -1 O. 0第 0岸壁
民間国際旅客船受入促進施設

(ア) 八代港国際クルーズターミナル
(イ) 商業施設

(2) 所在地
熊 本 県八代市新港町内

イ

官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
協定締結の日から西暦 20 6 0年 3月 31日まで

3 

官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧の場所
熊本県土木部河川港湾局港湾課
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夫郁島蒲熊本県知事
開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積1 
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内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 16日

熊本県公告第 504号
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成 25年法律第 101号)第 18条第 1項の

規定により次のとおり農用地利用配分計画を認可したので、同条第 7項の規定により公告
する。

令和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
夫

賃借権の設定等を支ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

杢水園松島農場 菊池市下河原 菊池市下河原宇松島原 53 5 8番 1ほか 6

株式会社 筆

二池 辰二 菊池市旭志新明 菊池市旭志新明宇譲畔田 1931番

農事組合法人上 合志市上生 合志市上生宇塩浸 52番 ほ か 19筆

生城

農事組合法人上 合志市上生 合志市上生宇西畑 428番

生城

福田 晃久 合志市野々島 合志市野々島宇木原野 2201番

藤森 祐輔 菊池郡大津町森 菊池郡大津町大字森宇榎迫 1147番ほか

6筆

有住 建治 熊本市中央区渡鹿 菊池郡菊陽町大字原水宇古閑原上 3763 

番

西島 裕希子 阿蘇郡南阿蘇村長野 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰宇摺ノ尾下 482

0番

農事組合法人か 上益城郡嘉島町上島 上益城郡嘉島町大字北甘木宇和泉前 807

しま広域農場 番

農事組合法人か 上益城郡嘉島町上島 上益城郡嘉島町大字上仲間宇八津 1809  

しま広域農場 番 5

農事組合法人か 上益城郡嘉島町上島 上益城郡嘉島町大字上島宇赤見田 785番

しま広域農場

2 

右目島蒲熊本県知事
農用地利用配分計画の概要

認可草月日
令和 3年(2 0 2 1年)

1 

7月 7日

熊本県公告第 505号
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成 25年法律第 101号)第 18条第 1項の

規定により次のとおり農用地利用配分計画を認可したので、同条第 7項の規定により公告
する。

令和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
夫

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

宮本 勝徳 熊本市南区良町 熊本市南区田迎町大字良町宇古旦 607番

1ほか 2筆

北住 春雄 上益城郡御船町七滝 熊本市中央区出水七丁目 639番 1ほか 2

筆

上野 光国 熊本市西区中島町 熊本市西区中島町宇古川 40番

松本T 昭 典 熊本市西区中原町 熊本市西区中島町宇北潟 207番

上妻 義 照 熊本市西区中原町 熊本市西区中原町宇堅割 2549番ほか 1

筆

右目島蒲熊本県知事
農用地利用配分計画の概要1 
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工藤 隆 熊本市南区孫代町 熊本市南区孫代町宇村ノ前 163番

奥村 滋康 熊本市南区浜口町 熊本市南区浜口町宇北井流 398番

山田 貴大 熊本市南区護藤町 熊本市南区護藤町宇小藤 1137番 1ほか

1筆

久住呂 武信 熊本市南区護藤町 熊本市南区護藤町宇小藤 1146番 1ほか

1筆

株式会社ゆとり 熊本市南区会富町 熊本市南区護藤町宇土井龍 3542番 3

のふぁーむ

西田 哲治 熊本市南区護藤町 熊本市南区護藤町字下井龍 36 8 6番 2

虞瀬 手口孝 熊本 市 南 区 海 路 口町 熊本市南区銭塘町宇宇土開 3735番 ほ か

1筆

小山 了 熊本 市 南 区 海 路 口町 熊本市南区銭塘町宇有吉開 3645番 1ほ

か 1筆

小山 了 熊本 市 南 区 海 路 口町 熊本市南区銭塘町宇築添 39 5 5番 1ほか

3筆

田代 勉 熊本 市 南 区 奥 古 閑町 熊本市南区奥古閑町字新聞 4 1 3 3番 2ほ

か 5筆

永井 靖弘 熊本市南区内田町 熊本市南区内田町宇六反 734番ほか 2筆

林田 博実 熊本 市 南 区 奥 古 閑町 熊本市南区銭塘町宇宇土開 37 1 4番 1ほ

か 2筆

宮田 昌明 熊本市東区画図町下 熊本市南区域南町宮地宇水洗 238番 1ほ

無田 か 1筆

農事組合法人火 熊本市南区域南町塚 熊本市南区域南町藤山宇古川 2887番 2

の君とよだ 原 ほか 3筆

農事組合法人熊 熊本市南区城南町 永 熊本市南区城南町舞原宇築地原 855番 1

本すぎかみ 農場 ほか 9筆

宮崎 勝巳 熊本市南区域南町沈 熊本市南区域南町沈目宇立山 151 1番

目

農事組合法人上 合志市上生 熊本市北区植木町古閑宇中原 50番ほか 9

生 城 筆

田中 誘一 熊本市北区植木町舟 熊本市北区植木町舟島宇野中 65番 ほ か 1

島 筆

面永 勝也 熊本市北区植木町平 熊本市北区植木町平井宇迎田 879番 2ほ

井 か 1筆

吉谷 則昭 熊本 市 北 区 植 木 町伊 熊本市北区植木町伊知坊宇竹ノ子 33番ほ

知坊 か 1筆

松本 英輔 熊本市北区植木町舟 熊 本 市 北 区 植 木 町 舟 島 宇 年 ノ 神 320番

島
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内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 16日

認可年月日
令和 3年(2 0 2 1年)

2 
7月 8日

熊本県公告第 506号
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成 25年法律第 101号)第 18条第 1項の

規定により次のとおり農用地利用配分 計画を認可したので、同条第 7項の規定により公告
する。

令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 16日
夫

賃借権の設定等を支ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

有 限 会 社 中原温 熊本市西区中原町 熊本市西区中原町宇内河原 131番 1ほか

室 1筆

大野 友浩 宇土市走潟町 宇土市走潟町宇走潟 20番

右目島蒲熊本県知事
農用地利用配分計画の概要1 
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松下 道明 天草市本町本 天草市本町新休宇野田 664番 3ほか 5筆

松下 道明 天草市本町本 天草市本町新休宇品辻 265番 1ほか 1筆

株式会社天松 上天草市大矢野町上 上天草市松島町内野河内宇馬場 1662番

ほか 1筆

株式会社天松 上天草市大矢野町上 上天草市松島町内野河内宇今村 1431番

1ほか 2筆

株式会社天松 上天草市大矢野町上 上天草市松島町内野河内宇中村 1453番

1ほか 6筆
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内目ハ金曜令和 3年 (2021年)7月 16日
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7月 16日
夫有日島蒲熊本県知事

令和 2年度決算の要旨を公

登載依頼

熊本県市町村職員共済組合公告
熊本県市町村職員共済組合定款第 5条の規定に基づき

告する。
令 和 3年 7月 16日

章向島田熊本県市町村職員共済組合理事長
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熊本県循環器病対策推進協議会

(火曜日)
開催日時
令 和 3年(2 0 2 1年) 7月 20日
午後 7時から午後 8時 3 0分まで
開催場所
熊本県熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1 

1 

2 
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6 

第 13044号

熊本県庁本館 5階審議会室
議題

( 1 )熊本県循環器病対策推進計画骨子案について
( 2 )その他
傍聴者の定員
1 0人
傍聴手続

( 1 )傍聴希望者は、会議の開始予定時刻までに当該会議の会場において受付のうえ、
事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。

( 2 )傍聴手続きは先着)11買で行い、定員になり次第終了する。
問い合わせ先
熊本県熊本市中央区水前寺六丁目 18番 1号
熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課 企画・がん対策班
(電話 096-333-2208)
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内目ハ金曜令和 3年(2021年)7月 16日
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